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26 臨床栄養師資格認定・登録関係名簿等取扱細則 

 

 （目  的） 

第１条 この細則は、臨床栄養師認定講座細則第８条第２項に規定する認定講座履修者、臨床栄養

師認定登録に関する規則第２条に規定する臨床栄養師となる資格を有する者、及び同規則第３条

第１項に規定する認定登録臨床栄養師の名簿及び登録名簿の記載事項、記載事項の変更、その他

の手続について、必要な事項を定める。 

 

 （名簿等への記載・登録） 

第２条 前条に規定する者は、それぞれ次の名簿等に記載もしくは登録される。 

（1） 臨床栄養師認定講座受講者 ： 臨床栄養師認定講座実施報告書（様式第（認）－09号） 

（2） 臨床栄養師認定講座修了者 ： 臨床栄養師認定講座実施報告書（様式第（認）－09号） 

（3） 臨床栄養師臨床研修履修者 ： 臨床研修実施報告書（様式第（臨）－10号） 

（4） 臨床栄養師臨床研修修了者 ： 臨床研修実施報告書（様式第（臨）－10号） 

（5） 臨床栄養師となる資格を有する者 ： 

             臨床栄養師となる資格を有する者名簿（様式第（登）－05 号） 

（6） 認定登録臨床栄養師    ： 臨床栄養師登録名簿（様式第（登）－06号） 

 

 （登録所在地） 

第３条 前条により記載もしくは登録される者の登録所在地は、自宅住所とする。 

 

 （臨床栄養師認定講座実施報告書） 

第４条 臨床栄養師認定講座実施報告書（様式第（認）－09号）には、臨床栄養師認定講座受講者

について、個人ごとに氏名、会員番号、認定講座受講時間数等を記載する。 

 

（臨床栄養師認定講座実施報告書（受講・修了者名簿）） 

第５条 臨床栄養師認定講座実施報告書（受講・修了者名簿）（様式第（認）－09 号）には、臨床

栄養師認定講座履修者について、個人ごとに氏名、会員番号、履修期間、認定講座主催者名等を

記載する。 

 

 （臨床研修実施報告書） 

第６条 臨床研修実施者報告書（様式第（臨）－10号）には、臨床栄養師臨床研修実施者について、

個人ごとに会員番号、氏名、研修時間数等を記載する。 

 

 （臨床研修実施報告書（履修・修了者名簿）） 

第７条 臨床研修実施報告書（履修・修了者名簿）（様式第（臨）－10 号）には、臨床栄養師臨床

研修履修修了者について、個人ごとに氏名、会員番号、臨床研修主催者名等を記載する。 
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（臨床栄養師となる資格を有する者名簿） 

第８条 臨床栄養師となる資格を有する者名簿（様式第（登）－05号）は、登録に関する規則第２

条第１項の規定による者の氏名、認定年月日、住所、電話及びＦＡＸ番号等を記載する。 

 

 （臨床栄養師認定登録名簿） 

第９条 臨床栄養師認定登録名簿（様式第（登）－06 号）には、臨床栄養師認定登録に関する規則

第３条第１項の規定による認定登録を行った者について登録番号、登録年月日、有効期限、氏名、

入会年月日、会員番号、認定年月日、住所、電話及びＦＡＸ番号等を記載する。 

 

（記載時期等） 

第 10 条 第８条及び第９条の規定による名簿への記載及び登録簿への登録は、その都度行うもの

とする。 

   

 （名簿等の記載事項の変更） 

第 11 条 第８条及び第９条の規定によるそれぞれの名簿等に記載された者は、その記載事項に変

更が生じたときは、遅滞なく、次の書類により学会事務局に届出なければならない。 

（1） 臨床栄養師となる資格を有する者名簿の記載事項に変更が生じたとき 

         臨床栄養師となる資格を有する者名簿記載事項変更届  様式第（登）－12号 

なお、この場合第（登）－01 号（認定登録申請書）の変更届は省略する。 

（2） 臨床栄養師登録名簿の記載事項に変更が生じたとき 

臨床栄養師認定登録名簿記載事項変更届   様式第（登）－13号 

なお、この場合第（登）01号（認定登録申請書）の変更届は省略する。 

 

（学会からの変更） 

第 12 条 会員番号、認定番号等、学会の事務上の都合等により名簿または登録簿の記載事項に変

更が生じたときは、学会事務局は当該会員に次の書類により通知し、記載事項を変更するものと

する。 

（1） 第８条に規定する名簿の記載事項に変更が生じたとき 

       名簿記載事項変更通知書     様式第（登）－14号 

（2） 第９条に規定する登録簿の記載事項に変更が生じたとき 

       登録簿記載事項変更通知書    様式第（登）－15号 

なお、この場合前号の変更通知は省略する。 

 

 （証  書） 

第 13 条 第 11条及び前条の規定による変更が、資格認定証、臨床栄養師証票の記載事項の変更を

伴う場合は、それらの証書等の再交付を遅滞なく行うものとする。 

２ 前項の証書のうち、臨床栄養師証票の再交付にあたっては、前条に規定する学会からの変更

の場合を除き、学会事務局は臨床栄養師資格認定等費用細則第 9条により費用を徴収できるもの

とする。 
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    付 則 

１ この細則は、平成 18年 4月１日から施行する。 

 


